
令和３年度 

第１０回 農業委員会総会議事録 

静岡市農業委員会 



第１０回総会議事録 

１ 開催日時 令和４年１月１８日（火）午後２時３０分から午後３時１５分 

２ 開催場所 静岡市役所本館 ４階 ４１会議 

３ 出席委員（１９人） 

会長           １３番 西ヶ谷量太郎 

会長職務代理者（副会長） １２番 德田 雅亮 

委員 １番 伊藤 修司     ２番 遠藤 公夫     ３番 大石 雅章 

   ４番 大石 泰子     ５番 大塚 師輝     ６番 佐藤 直美     

   ７番 佐藤  操     ８番 白岩 正行     ９番 杉山 寿朗 

１０番 鈴木 茂樹    １１番 鈴木 長一    １４番 西子 親慶 

１５番 仁藤 雅巳    １６番 堀越 隆正    １７番 牧野 正昭 

１８番 松永 一雄    ２０番 山田 常己 

４ 欠席委員（１名） 

    １９番 望月 芳明 

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第５９号   農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第６０号   農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第６１号   農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第６２号   非農地証明申請について

議案第６３号   生産緑地に係る農業の主たる従事者の承認について

報告第３９号   農地法第１８条第６項の規定による通知について

報告第４０号   農地法第４条第１項第８号及び同法第５条第１項第７号

の規定による届出について

報告第４１号   農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第４２号   農地法第４条第１項第８号の規定による届出の取消しについて

６ 農業委員会事務局職員 

事務局長 増田 雅之、次長 杉本 光利、次長補佐兼農政係長 水嶋 成彦、副主幹 鈴

木 康生、農地利用最適化推進係長 渡邉 貴行、農地係長 丸山 美咲、副主幹 小林 満

明、主査 松永 文雄、主任主事 奧山 雅吉、主任主事 石川 尚美 



７ 会議の概要  

議  長  ただ今から、令和３年度第１０回静岡市農業委員会総会を開会いたします。本

日１９番望月芳明委員出席委員から欠席の旨、通告がありましたので、ご報告い

たします。出席委員は定数に達しておりますので、総会は成立しております。そ

れでは、静岡市農業委員会総会会議規則第１８条第２項に規定する議事録署名委

員ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

１７番牧野正昭委員、１８番松永一雄にお願いいたします。次に委員の皆様に

お願いがあります。議案等の質疑の際、発言のある方は挙手をお願いします。ま

た、発言の際には議席番号と氏名を宣告の上、ご発言ください。なお、会議録の

作成にあたり、マイクが届いてからのご発言に、ご協力をお願いします。それで

は、最初に議案第５９号を議題にします。事務局から議案の朗読と説明をお願い

します。 

事務局長   【議案第５９号朗読】 

申請は２ページに記載のとおり８件でございます。 

議  長    それでは、地区審査を行いました各班から、担当職員の内容説明と、班長の審

査結果の説明をお願いします。 

事 務 局    １班です。整理番号８２番、清水区の案件です。内容は、記載のとおりです。

現況は普通畑で、市所有の法定外道路の払下げによる所有権移転です。整理番号

８３番、清水区の案件です。内容は、記載のとおりです。現況は普通畑で、親族

より贈与による持ち分移転です。整理番号８４番、清水区の案件です。内容は、

記載のとおりです。現況は普通畑で、賃借権の設定です。申請事由ですが、譲受

人は経営規模を拡大するため、譲渡人は、要望に応えるとのことです。整理番号

８５番、清水区の案件です。内容は、記載のとおりです。現況は普通畑で、売買

による所有権の移転です。申請事由ですが、譲受人は経営規模を拡大するため、

譲渡人は、要望に応えるとのことです。 

５  番    職員から説明がありました整理番号８２番、８３番、８４番、８５番の４件に

ついては、１班としては許可相当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ２班です。整理番号８６番、駿河区の案件です。内容は記載のとおりです。現

況は普通畑で、売買による所有権の移転です。申請事由ですが、譲受人は経営規

模を拡大したく、譲渡人は、要望に応えるとのことで申請に及びました。 



４  番    職員から説明がありました整理番号８６番の１件につきましては、２班として

は許可相当と判断しました。 

事 務 局    整理番号８７番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事由ですが、

譲受人は規模を拡大したく、譲渡人は要望に応え、話がまとまり申請に及んだも

のです。 

７  番    ただいま、職員から説明がありました整理番号８７番の１件につきましては、

３班としては許可相当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局       ４班です。整理番号８８番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請

事由ですが、譲受人は規模を拡大したく、譲渡人は要望に応え、売買の話がまと

まり申請に及んだものです。整理番号８９番、葵区の案件です。内容は記載のと

おりです。申請事由ですが、申請地は譲受人の隣接農地で、すでに申請地を含め

一体的に管理、耕作しており、今回正式に贈与により所有権移転を行うものです。 

２  番    職員から説明がありました整理番号８８番、８９番の２件について、４班とし

ては許可相当と判断しました。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会の説明について、発言のある方は挙手

をお願いします。         

議  長    発言もないようですので、議案第５９号について、原案のとおり決定してよい

でしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第５９号は、原案のとおり決定いたしました。次に、議案第６０号を議題

にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長   【議案第６０号朗読】 

申請は４ページに記載のとおり１件でございます。 

議  長    それでは、地区審査を行いました３班から、担当職員の内容説明と、班長の審

査結果の説明をお願いします。 

事 務 局        ３班です。整理番号１２番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請

事由ですが、申請地に隣接する居宅に居住するため、生活に必要となる自家用駐

車場、生活資材の収納場所及びその進入路を確保したく申請に及んだものです。

農地区分は第２種農地と判断されます。隣接農地への被害防除、排水等について

は特に問題なく、代替性も検討され、転用面積も適当と思われます。 

７  番    ただいま、職員から説明がありました整理番号１２番の１件につきましては、



３班としては許可相当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    これより、質疑に入ります。地区審査会の説明について、発言のある方は挙手

をお願いします。         

議  長    発言もないようですので、議案第６０号について、原案のとおり決定してよい

でしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第６０号は、原案のとおり決定いたしました。次に、議案第６１号を議題

にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長   【議案第６１号朗読】 

申請は６ページ、７ページに記載のとおり８件でございます。 

議  長    それでは、地区審査を行いました各班から、担当職員の内容説明と、班長の審

査結果の説明をお願いします。 

事 務 局        １班です。整理番号６７番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。現

況は普通畑で、賃借権の設定です。申請人は、土木建築業を営んでいる法人であ

ります。申請事由ですが、薩埵峠で工事を行うため資材置場が必要となり所有者

に相談したところ話しがまとまり一時転用の申請に及びました。農地区分は、第

２種農地と判断されます。転用期間は、２年６カ月間です。工事終了後は、農地

へ復元する旨の作付確約書が提出されています。隣接農地の被害防除、排水等に

ついては特に問題ないと思われます。整理番号６８番、清水区の案件です。内容

は記載のとおりです。現況は田で、使用貸借による権利の設定です。申請人は、

土木建築業を営んでいる法人であります。申請事由ですが、工事を行った残土置

場が必要になり所有者に説明したところ、所有者も高齢のため道路と同じ高さの

畑にしたいため話しがまとまり申請に及びました。農地区分は第１種農地と判断

されますが、不許可の例外、一時転用に該当します。転用期間は、１年間です。

工事終了後は、農地へ復元する旨の作付確約書が提出されています。隣接農地の

被害防除、排水等については特に問題ないと思われます。整理番号６９番、清水

区の案件です。内容は記載のとおりです。現況は普通畑で、売買による所有者移

転です。申請人は、電力発電事業を営んでいる法人であります。申請事由ですが、

日照等の条件の良い太陽光発電設備設置敷地を探していたところ所有者と話がま

とまり申請に及んだものです。申請地は、パネルを２８８枚設置し発電出力は４

９．５Ｋｗを予定しています。農地区分は第２種農地と判断されます。隣接農地



の被害防除、排水等については特に問題ないと思われます。代替性についても検

討され、転用面積も適当と思われます。隣接地所有者及び自治会長等には、事業

工事内容を説明し、承諾済みです。町内には回覧等で、事業内容を報告する予定

です。 

５  番    ただいま、職員から説明がありました整理番号６７番、６８番、６９番３件に

つきましては、１班としては許可相当と判断しました。ご審議よろしくお願いし

ます。 

事 務 局    ２班です。整理番号７０番、駿河区の案件です。内容は記載のとおりです。申

請法人は、農業と食品産業の発展のための研究開発等を行っている法人です。申

請事由ですが、果樹、茶業の研究部門が管理する試験地の法面工事に伴い一時的

な残土置き場が必要となったため、用地を探していたところ、当該土地所有者と

賃貸借することで話がまとまり、申請に及びました。８ヵ月間の一時転用です。

農地区分は、概ね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地、第１種

農地です。工事計画によると、搬入される土砂量は、５，９６０㎥で、県土採取

条例に基づく届出が提出されています。被害防除ですが、周囲にはフェンスを設

置します。また、雨水は自然浸透ですが、敷地内に仮水路と仮沈砂池を設けて水

路に排出することから特に問題なく、隣接農地所有者に了解を得ております。転

用面積も適当と思われます。転用終了後は、水稲を作付する耕作管理計画が提出

されています。整理番号７１番、清水区の案件です。内容は記載のとおりです。

申請人は、建設業を営む法人の工事事務所で、東名高速道路の修繕工事を行って

います。申請事由ですが、工事に伴い仮設事務所及び駐車場用地を探していたと

ころ、当該土地所有者と賃貸借することで話がまとまり、申請に及びました。３

年６ヵ月間の一時転用です。農地区分は、市街地に近接する区域内にある農地の

区域でその規模が１０ｈａ未満である農地、第２種農地です。仮設事務所は２階

建てで、１０台分の駐車場を整備する予定です。被害防除ですが、東側農地との

境界にフェンスを設置し、雨水は自然浸透、生活排水は下水道へ排出されます。

代替性についても検討され、転用面積も適当と思われます。転用終了後は、みか

んを作付けする耕作計画書が提出されています。 

４  番    ただいま、職員から説明がありました整理番号７０番、７１番の２件につきま

しては、２班としては許可相当と判断しました。 ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局   ３班です。整理番号７２番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請事



由ですが、使用借人は現在葵区の実家で居住しているが、住居を建築したく、土地

所有者の実父と話がまとまり、申請に及びました。農地区分は第１種農地で、不許

可の例外のにじみ出しに該当します。隣接農地への被害防除、排水等については特

に問題なく、代替性も検討され、転用面積も適当と思われます。 

７  番   ただいま、職員から説明がありました整理番号７２番の１件につきましては、３

班としては許可相当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局   ４班です。整理番号７３番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。申請人

は、子どもの成長に伴い、現在の住居が手狭なため、実家に近い申請地に住宅を建

築したく申請に及んだものです。農地区分は第２種農地と判断されます。隣接農地

への被害防除、排水等については、特に問題なく、代替性も検討され、転用面積も

適当と思われます。整理番号７４番、葵区の案件です。内容は記載とおりです。申

請人はとび工事業を営む法人です。申請地の道路対側地に申請人の露天資材置場が

ありますが、この露天資材置場を使用する従業員用の露天駐車場が不足しているた

め、土地所有者と話がまとまり申請に及んだものです。農地区分は第３種農地と判

断されます。隣接農地への被害防除、排水等については、特に問題なく、転用面積

も適当と思われます。 

２  番   ただいま、職員から説明がありました整理番号７３番、７４番の２件につきまし

ては、４班としては許可相当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長   これより、質疑に入ります。地区審査会の説明について、発言のある方は挙手を

お願いします。 

３  番   整理番号６９番。太陽光発電設備について、自然浸透となっていますが、傾斜が

川側に向いているということですが、一時的な雨が出た時に対策はされているので

すか。どちらの方に水を流すのか。それと、自然浸透で収まるのかどうか。 

事 務 局   申請地は斜度がなく平坦であるので、自然浸透となっています。 

３  番   平坦であっても水は一気に出るので、一時的には水が出やすい。それで自然浸透

でというのはどうなのか。今までと違い農地ではないので水はでる。自然浸透で他

に対策が無くても大丈夫なのか。 

事 務 局   その他、被害防除としてフェンスを設置します。下も舗装するということではあ

りません。 

３  番   一旦どこかで貯めるなどの対策をした方がよいのではと考えるのですが。 

事 務 局   工事の関係は確認できておりません。 



３  番   自然浸透は非常に難しい。隣接地に影響が無いような形でお願いします。 

５  番   整理番号７４番。議案資料で、市街地にある農地ということで第３種となってい

ますが、その考え方を教えてください。 

事 務 局   第３種とした理由は、申請地がある街区で、宅地、雑種地が占める割合が４０％、

宅地化率が４０％を超えているためです。 

５  番   街区の中で宅地化率が４０％超あれば第３種と判断するのか。 

事 務 局   街区を構成している道路にインフラが設置されていることが条件になっています。

その上で宅地化率が４０％超となっていれば、第３種農地との判断となります。 

５  番   第２種と第３種を比較すると、転用の許可は第３種農地の方が転用しやすいとい

うことの認識であるが、第２種ではなく、第３種で判断した理由は何か。 

事 務 局   第３種農地の要件が備わっていたため第３種農地の判断としました。 

議  長   発言もないようですので、議案第６１号について、原案のとおり決定してよいで       

しょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第６１号は、原案のとおり決定いたしました。次に、議案第６２号を議題

にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長   【議案第６２号朗読】 

申請は９ページに記載のとおり３件でございます。 

議  長    それでは、地区審査を行いました各班から、担当職員の内容説明と、班長の審

査結果の説明をお願いします。 

事 務 局       １班です。整理番号２０番、清水区の案件です。内容は、記載のとおりです。

現況は、山林です。こちらの案件ですが、昭和２０年頃より、耕作されない状態

が続いたことで現在に至り、証明基準５の耕作されない状態が続いたことにより

森林・原野化し、農地への復元が不可能な土地該当します。令和３年１２月２７

日に、地区担当委員の立会いのもと航空写真等を、確認していただきました。 

５  番    職員から説明がありました整理番号２０番の１件については、１班としては承

認することと判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ２班です。整理番号２１番、駿河区の案件です。内容は記載のとおりです。現

況は山林です。平成１２年頃から農地としての使用を中止し、森林化したもので

す。今後も農地として使用する予定はなく、農地復元も困難な状況です。証明基

準５耕作されない状態が続いたことにより森林・原野化し、農地への復元が不可



能な土地に該当します。令和３年１２月２７日に、地区担当委員に現地調査及び

航空写真により確認をしていただきました。 

４  番    職員から説明がありました整理番号２１番の１件につきましては、２班として

は承認相当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

事 務 局    ３班です。整理番号２２番、葵区の案件です。内容は記載のとおりです。現況

は、山林です。こちらの案件ですが、昭和４０年より耕作されない状態が続いた

事で現在に至り、証明基準５の耕作されない状態が続いた事で森林・原野化し、

農地への復元が不可能な土地に該当します。令和３年１２月２８日に、地区担当

委員の立会いのもと現場及び航空写真等を確認していただきました。 

７  番    職員から説明がありました整理番号２２番については、３班としては承認する

ことが適当と判断しました。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの議案第６２号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    発言もないようですので、議案第６２号について、原案のとおり承認してよい

でしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第６２号は、原案のとおり承認いたしました。次に、議案第６３号を議題

にします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局長   【議案第６３号朗読】 

申出は１１ページに記載のとおり２件でございます。 

事 務 局    それでは、説明いたします。整理番号４１です。こちらの生産緑地は平成１

７年に指定され、故障前、主たる従事者は年間約１８５日農作業に従事してい

ました。１２月２７日に現地調査を実施し、申出者へ聞き取りを行いました。

続きまして、整理番号４２です。こちらの生産緑地は平成２３年に指定され、

故障前、主たる従事者は年間約１８０日農作業に従事していました。１２月２

４日に現地調査を実施し、申出者へ聞き取りを行いました。以上でございます。

議  長    ただいまの議案第６３号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

議  長    発言もないようですので、議案第６３号について、原案のとおり承認してよい

でしょうか。 

（異議なし） 

議  長    議案第６３号は、原案のとおり承認いたしました。 

次に、報告事項に入ります。報告第３９号について、事務局から報告事項の説



明をお願いします。

事務局次長 【報告第３９号朗読】

通知は１３ページから１５ページの１１件がございました。内容については記

載のとおりでございます。添付書類も含め書類は完備しておりましたので、受理

いたしました。

事 務 局    それでは、合意解約について説明させていただきます。整理番号６４番につい

ては、耕作者の経営継承のため、合意解約しました。整理番号６５番については、

賃借人が高齢になり満足に耕作できず、経営規模縮小のため、合意解約しました。

整理番号６６番については、耕作者が長男へ経営移譲するため、合意解約しまし

た。整理番号６７番と６８番は、同一の案件です。地権者が土地を売買するため、

合意解約しました。売買後は駐車場に転用される予定です。整理番号６９番につ

いては、賃借人が稲作に必要な水が確保できなくなっており、経営規模を縮小す

るため、合意解約しました。整理番号７０番については、耕作者の老齢化に伴う

労力減少により、経営規模縮小のため、合意解約しました。整理番号７１番につ

いては、耕作者の死亡により、合意解約しました。整理番号７２番、７３番、７

４番は、同一の案件です。地権者が土地の一部を宅地に転用するため、一旦、合

意解約しました。宅地に転用した残りの土地について再契約の予定です。以上で

ございます。 

議  長    ただいまの報告第３９号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

発言もないようですので、報告第３９号を終わります。次に、報告第４０号に

ついて、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第４０号朗読】

届出は１７ページから２３ページの７０件がございました。その内訳は、４条

の転用が２０件、５条の転用が５０件です。５条の転用の内訳としましては、所

有権移転が４５件、使用貸借による権利の設定が５件でございます。内容につい

ては記載のとおりでございます。添付書類も含め書類は完備しておりましたので、

受理いたしました。 

議  長    ただいまの報告第４０号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

発言もないようですので、報告第４０号を終わります。次に、報告第４１号に

ついて、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第４１号朗読】



届出は２５ページから２７ページの３４件がございました。内容については記

載のとおりでございます。添付書類も含め書類は完備しておりましたので、受理

いたしました。 

議  長    ただいまの報告第４１号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 発言もないようですので、報告第４１号を終わります。次に、報告第４２号に

ついて、事務局から報告事項の説明をお願いします。 

事務局次長 【報告第４２号朗読】

届出は２９ページの1件がございました。内容については記載のとおりでござ

います。添付書類も含め書類は完備しておりましたので、受理いたしました。 

議  長    ただいまの報告第４２号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 発言もないようですので、報告第４２号を終わります。 

        以上をもちまして、第１０回静岡市農業委員会総会を閉会いたします。 


